
ブラックベリー・エンドユーザー/ソフトウェア・ライセンス契約 
 

本ブラックベリー・エンドユーザー/ソフトウェア・ライセンス契約（総称して「本契約」）は、個
人としてのユーザー、またはその会社もしくは別の組織を代理して本ソフトウェアを取得する権限を
付与されている場合は権限付与者（「ユーザー」）と、RIMとの間（総称して「両当事者」、個別に
「当事者」）の法的な契約です。下の適切なボタンをクリックすることにより同意を示すか、本ソフ
トウェアをインストール、起動または使用することにより、ユーザーは、本契約の条件に拘束される
ことに同意することになります。ユーザーは、本契約の条件についてご質問または懸念事項がござい
ましたら、legalinfo@rim.comまでお問い合わせください。本ソフトウェアを起動または使用する前に、
ユーザーが本契約の条件に同意したくない場合、ユーザーには本ソフトウェアを使用する権利がなく、
次のとおり本ソフトウェアを返却するか、その機能を無効としなければなりません。すなわち、(A) 

ユーザーがブラックベリー・ハンドヘルド・プロダクトを購入した場合は、ブラックベリー・ハンド
ヘルド・プロダクト、本ソフトウェアおよび添付のアイテム（資料および容器を含む）をRIM、また
はユーザーがハンドヘルド・プロダクト、本ソフトウェアおよび添付のアイテムを購入したRIM認定
販売業者に、直ちに返却してください。(B) ユーザーが第三者ハンドヘルド・プロダクトを購入した
場合は、本ソフトウェアを直ちに返却するか、RIMまたは当該第三者ハンドヘルド・プロダクト、本
ソフトウェアおよび添付のアイテムを購入したRIM認定販売業者と共に本ソフトウェアの機能を無効
とするよう直ちに手配してください。ユーザーは、本ソフトウェア（本ソフトウェアは、一部の第三
者ハンドヘルド製品に関しては無償で提供されます）またはブラックベリー・ハンドヘルド・プロダ
クト（場合に応じて）の代金を既に支払ってから 90 日以内であり、購入した証拠をRIMまたはユーザ
ーがブラックベリー・ハンドヘルド・プロダクトに係る本ソフトウェアを購入したRIM認定販売業者
に提出していただければ、RIMまたは認定販売業者は、ユーザーがこれらに対して支払った料金をユ
ーザーに返金します。第三者ハンドヘルド・プロダクト上の本ソフトウェアに関して返金を受ける場
合には、当該第三者ハンドヘルド・プロダクトの認定販売業者に連絡してください。認定販売業者か
ら本ソフトウェアに係る返金を受けられなかった場合には、legalinfo@rim.comまでご連絡ください。上
記にかかわらず、ユーザーがハンドヘルド・プロダクトに常駐する本ソフトウェアをワイヤレスで提
供するためにブラックベリー・エンタープライズ・サーバー・ソフトウェア（「BESソフトウェ
ア」）を使用する場合、当該ソフトウェアのライセンス条件はBESソフトウェアに添付のBESソフト
ウェア・ライセンス契約に定められ、これらの条件は、ワイヤレスで提供されていない本ソフトウェ
ア（下記のブラックベリー・デスクトップソフトウェア等）をユーザーが使用する場合にのみ適用さ
れます。 
 
1. 定義。 

 
「エアタイム・サービス・プロバイダー」とは、ユーザーのブラックベリー・ソリューション
を広域ワイヤレスネットワークでサポートするサービス・プロバイダーをいいます。ユーザー

BBEU SLA (Japan) 072706 (Japanese) (NA International Version 072706)  1 

mailto:legalinfo@rim.com
mailto:legalinfo@rim.com


の利用地域でブラックベリー・ソリューションをサポートするサービス・プロバイダーについ
ては、legalinfo@rim.com宛てにRIMまでご連絡ください。エアタイム・サービス・プロバイダーが
提供したエアタイム・サービスは、すべてのハンドヘルド・プロダクトに対して必要とされる
わけではありません。例えば、ワイヤレス・ローカルエリア・ネットワークに限り動作するよ
うに設定されたハンドヘルド・プロダクトには必要とされません。 
 
「認定ユーザー」とは、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアがインストールされているハン
ドヘルド・プロダクトを使用し、またはその他利用する権限をユーザーが付与した従業員、コ
ンサルタントまたは独立契約者等を意味します。 
 
「ブラックベリー・デスクトップ・ソフトウェア」とは、RIM の専有デスクトップ・ソフトウェ
アで、ユーザーに提供される際の形式または媒体の如何にかかわらず、ユーザーのハンドヘル
ド・プロダクトとユーザーのパーソナル・コンピューターとの間でケーブルを介した同期の実
行および維持のために使用することができるソフトウェアをいいます。ブラックベリー・エン
タープライズ・サーバー・ソフトウェアがハンドヘルド・プロダクト上の本ソフトウェアをワ
イヤレスで提供し、同期化させるために使用された場合、ブラックベリー・デスクトップ・ソ
フトウェアは、ブラックベリー・ソリューションの必要部分ではないものの、依然として任意
のデスクトップ管理機能を提供するために使用することができます。 
 
「ブラックベリー・エンタープライズ・サーバー・ソフトウェア」または「BES ソフトウェア」
とは、RIM の専有サーバー・ソフトウェアで、企業のアプリケーション・サーバー（電子メール
サーバー等）と当該 RIM 専有サーバーソフトウェアと共に動作するために提供されたハンドヘ
ルド・プロダクトとの間の統合リンクを一体化し、提供するために設計されたソフトウェアを
いいます。ブラックベリー・エンタープライズ・サーバー・ソフトウェアは、本契約に基づき
ライセンスされていません。 
 
「ブラックベリー・ハンドヘルド・プロダクト」とは、RIM またはその代理により製造されたワ
イヤレス・ハンドヘルド・ディバイスをいいます。 
 
「ブラックベリー・プロシューマー・サービス」とは、RIM 顧客にエンタープライズ・サーバ
ー・ソフトウェアの購入を求めることなく、BES ソフトウェアの機能の少なくとも一部をエンド
ユーザーが利用できるように設計されたソフトウェアおよびサービスをいいます。これには、
RIM「ブラックベリー・インターネット・サービス」および「クイックメール」等の RIM 提供の
サービスを含みます。一定のブラックベリー・プロシューマー・サービスおよびいくつかのプ
ロシューマー・サービスの機能の一部については、ユーザーのエアタイム・サービス・プロバ
イダーが提供していない場合があります。 
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「ブラックベリー・ソリューション」とは、本ソフトウェア、およびユーザーの状況に応じて
適宜、RIM プロダクト、ドキュメンテーション、BES ソフトウェアおよびサービスの一または複
数をいいます。ほとんどの場合において、ブラックベリー・ソリューションを使用するために
はワイヤレス・ネットワーク上のエアタイムに加入していなければならず、ユーザーは、エア
タイム・サービス・プロバイダーを経由してこれに加入するためには、直接に、または RIM を
通して加入しなければなりません。 
 
「シスコ・テクノロジー」とは、ライトウェイト拡張認証プロトコル（「LEAP」）および/また
はシスコ・クライアント・エクステンションズに専ら関連する場合は適宜、LEAP、LEAP 仕様、
シスコ・クライアント・エクステンションズ技術、技術情報およびアルゴリズムをいう。 
 
「ドキュメンテーション」とは、該当するRIMプロダクトならびに/または特定の種類およびバー
ジョンの本ソフトウェアに関して該当するRIMの「インストールおよび起動ガイド」または「起
動ガイド」、ならびに該当するRIMプロダクトならびに/または特定の種類およびバージョンの本
ソフトウェアと一緒にRIMが提供するその他の標準的なエンドユーザー・ドキュメンテーション
（RIMが指定し、RIMプロダクトおよび/または特定の種類もしくはバージョンの本ソフトウェア
に適用される安全の手引きを含む）をいいます。ユーザーのハンドヘルド・プロダクトまたは
アクセサリーにこのドキュメンテーションが同梱されていない場合は、www.blackberry.comでご覧
いただくか、このウェブサイトにアクセスできなければ、legalinfo@rim.com宛てにRIMまでご連絡
ください。 
 
「ハンドヘルド・プロダクト」とは、(a) ブラックベリー・ハンドヘルド・プロダクトまたは (b) 

第三者ハンドヘルド・プロダクトをいいます。 
 
「RIM」とは、Research In Motion Limited をいいます。 
 
「RIM 受益者」とは、RIM およびその関連会社、取締役、役員、従業員をいう。 
 
「RIM プロダクト」とは、ブラックベリー・ハンドヘルド・プロダクト、および当該ブラックベ
リー・ハンドヘルド・プロダクト用に RIM が提供したアクセサリー（本ソフトウェアを除く）
を総称していい、スマートカードまたはスマートカード・リーダーを含みますが、これらに限
定されません。 
 
「本ソフトウェア」とは、ハンドヘルド・プロダクトと併用するために提供された RIM の専有
ソフトウェア製品をいい、ブラックベリー・デスクトップ・ソフトウェア、ならびにハンドヘ
ルド・プロダクトに当初から常駐しており、またはハンドヘルド・プロダクト上で使用するた
めに RIM からユーザーに対して適宜送信または利用できるようにされた RIM 専有のソフトウェ
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ア、ファームウェア、インターフェイス、コンテンツその他データを含みます。本ソフトウェ
アという用語は、すべてのソフトウェアおよびデータを含み、ユーザーに提供される形式また
はユーザーが後に当該ソフトウェアおよびデータを使用する形式を問いません。但し、RIM が書
面で別途明示的に指示しない限り、本ソフトウェアという用語は、ブラックベリー・エンター
プライズ・サーバー・ソフトウェアまたは第三者ソフトウェア（第三者ソフトウェアが、本ソ
フトウェアおよび/またはブラックベリー・ソリューションもしくは第三者ハンドヘルド・プロ
ダクトの何らかの部分に付随するか、それらと一緒に提供されるか、それらに関連して作動す
るかを問いません）を含まないものとします。当該ソフトウェア・プロダクトの使用は、それ
らのプロダクト用の個別のソフトウェアライセンスの条件に支配され、ユーザーによる当該条
件の同意を条件とします。疑義を避けるため、いかなる場合も、当該個別ソフトウェアライセ
ンスは、追加義務または本契約の条件と相反する義務を RIM に対して何ら課すものではありま
せん。ユーザーがハンドヘルド・プロダクト上の本ソフトウェアをワイヤレスで提供するため
に BES ソフトウェアを使用する場合、ユーザーによる当該ソフトウェアの使用には、本契約の
条件ではなく、BES ソフトウェアライセンスの条件が適用されます。 
 
「本サービス」とは、ブラックベリー・ソリューションに関連してユーザーに提供される RIM

のサービスをいい、ユーザーが加入するブラックベリー・プロシューマー・サービス等の RIM

サービス、ならびに RIM がユーザーに対して適宜提供し、または利用できるようにする新規の
RIM サービスおよび既存の RIM サービスの修正を含みます。 
 
「第三者ハンドヘルド・プロダクト」とは、ワイヤレス・ハンドヘルド・ディバイスで、本ソ
フトウェアと一緒に当該ワイヤレス・ハンドヘルド・ディバイスが動作するようにするため、
RIM が認定した第三者によって製造または販売されるものをいいます。 
 
「第三者ソフトウェア」とは、第三者専有のソフトウェア・アプリケーションで、RIM ブランド
の下で RIM のソフトウェアプロダクトとの不可欠な一部として RIM ソフトウェア製品および販
売と一体とするために第三者から RIM にライセンスされたソフトウェアを含まないものをいい
ます。上記にかかわらず、第三者ハンドヘルド・プロダクト上で使用するために RIM ソフトウ
ェアの一部としてユーザーに提供されたサン・マイクロシステムズ社の Java ソフトウェアは、
第三者ハンドヘルド・プロダクトの製造業者または販売業者が個別の契約に基づき、ユーザー
にライセンスする第三者ソフトウェアです。 
 

2. RIMプロダクトおよびサービスの提供ならびにライセンス・ソフトウェアに対する同意。  ユー
ザーは、ブラックベリー・ソリューションおよびユーザーが加入する追加サービスがユーザー
に提供される前提として、ユーザーが本契約の条件に同意し、ブラックベリー・ソリューショ
ンの一部またはその利用に対する費用を支払い（該当する場合、エアタイム・サービスに対す
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る支払を含む）、ユーザーが拘束されることに適宜同意する条件に従うことを確認します。ユ
ーザーがブラックベリー・ソリューションまたはサービスの使用に伴う月次等の定期的な報酬
または費用を期日内に支払わなかった場合、本ライセンスの違反を構成し、RIMは、第 17 条に基
づき、本ソフトウェアを使用するためのユーザーのライセンスを終了することができます。 

 
3. RIMプロダクトの権原および本ソフトウェアを使用する権利。  ユーザーは、RIMプロダクトに

対して支払われるべきすべての金額を支払うまで、ユーザーが取得する当該RIMプロダクトに対
する権原または占有権（もしあれば）を取得しません。RIMは、本ソフトウェアを販売するので
はなく、ライセンスします。  

 
4. ユーザーのコンピューター・システム。  両当事者が書面により明示的に合意している場合を

除き、ユーザーは、ブラックベリー・ソリューションと関連して使用される一切の第三者機器、
ソフトウェアおよび通信機器ならびにサービス（ブラックベリー・ソリューションおよび/また
は適切なワイヤレス・ローカルエリア・ネットワークへの認証済アクセスと関連して使用され
るインターネット接続ならびに、該当する場合、第三者ハンドヘルド・プロダクトおよびエア
タイムサービスを含むが、これらに限定されません）の選択、実施および動作に対し、単独で
責任を負うものとします。ユーザーは、ブラックベリー・ソリューションを実行させるために
選択したコンピューター・システムが、RIMの最低要件（処理スピード、必要メモリ、クライア
ントソフトウェア、ドキュメンテーションに定めるユーザーの特定のブラックベリー・ソリュ
ーションに必要な専用インターネットアクセスの利用可能性を含みますが、それらに限定され
ません）を確実に満たすことについて責任を負います。 

 
5. S/MIME および OpenPGP のサポート。  本ソフトウェアは、ユーザーの既存のデスクトップ型

S/MIME v.3（またはそれ以上）（「S/MIME」）実装およびRFC 2440 基準に基づくデスクトップ型実
装（「OpenPGP」）を、特定のハンドヘルド・プロダクトにワイヤレスで拡張できるソフトウェ
アモジュールを含む場合があります。ユーザーは、別途入手可能なインストーラーをまず入手
した上で使用しない限り、かかる各ソフトウェア・モジュールを使用できません。適切なイン
ストーラの販売業者の一覧は、http://www.blackberry.com/select/legal/smime_pgp.shtmlで閲覧できます。
RIMは、S/MIMEもしくはOpenPGPに基づく暗号基盤の一部、その他の暗号化プロセスの一部
（S/MIMEソフトウェアもしくはOpenPGP型ソフトウェアを含みますが、これに限定されません）、
および/または認証サービスを提供しません。RIMは、S/MIMEソフトウェアおよびOpenPGP型ソフ
トウェア（一定の公開鍵暗号基盤を稼動させるために本ソフトウェアに含まれるEntrustコードを
含みますが、これに限定されません）の選択、正確性または信頼性を含みますが、これらに限
定されず、ユーザーの暗号基盤のいかなる部分についても、その選択、取得、実装、実行もし
くは不実行に関し、または暗号基盤に関連して使用される信用署名、公開鍵、第三者認証およ
び関連サービスに関して責任を負いません。RIMは、信用署名の真偽、または暗号基盤内のその
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他の者（信用モデルのウェブに基づき認証された者を含む）の身元を証明する者もしくは認証
機関の作為もしくは不作為について責任を負いません。ユーザーは、ユーザーのS/MIMEおよび/

またはOpenPGP型実装（各実装のアップデートまたはアップグレードを含む）が関連ドキュメン
テーションに定める相互運用性および互換性に関するRIMの最低基準を満たし、ユーザーによる
本ソフトウェアの使用が該当するバージョンの本ソフトウェアに適用されるドキュメンテーシ
ョンに遵守していることを保証するものとします。また、ユーザーは、暗号基盤、認証、公開
鍵およびその他ユーザーが特定の実装に関連して使用する可能性のあるサービスもしくはソフ
トウェアの使用に関する条件、規則および規制を遵守することを保証する責任を負います。本
契約の別段の定めにかかわらず、以下の本ソフトウェアに関する保証に定める場合を除き、ま
たは法による明示的な別段の定めがある場合を除き、RIMは、本ソフトウェアの一部として提供
される可能性のある、S/MIMEサポート・ソフトウェア・モジュール、OpenPGP型サポート・ソフ
トウェア・モジュールおよび/または該当するインストーラーに関して何らの責任を負わず、特
に、RIMは、ユーザーのS/MIME実装もしくはOpenPGP型実装、および/またはそのアップデートも
しくはアップグレードに起因または関連して生じた問題について、何ら責任を負いません。 

 
6. ブラックベリー・ソリューションの使用。  ユーザーは、ユーザーまたは認定ユーザーが行う

ブラックベリー・ソリューションに関するすべての活動に関して責任を負い、以下を保証しま
す。 

(a) ユーザーおよび認定ユーザーは、本契約、すべての適用のある法規、およびブラックベ
リー・ソリューションまたはその一部に関し該当するドキュメンテーションに従っての
み、ブラックベリー・ソリューションおよびその構成部分を使用します。 

(b) ユーザーは、自らまたは会社その他の法主体を代理して本契約を締結する権利および権
限を有する成人です。 

(c) 本契約に基づき RIM に提供する情報は、真正、正確、最新かつ完全です。 

(d) ユーザーおよび認定ユーザーは、ユーザーまたは認定ユーザーに属する合理的な者が行
うように合理的に調査した上で、RIM の判断において、合理的に行動しつつ、RIM および
エアタイム・サービス・プロバイダーを含む者が使用するソフトウェア、システム、ネ
ットワークまたはデータを妨害し、低下させ、または悪影響を及ぼさせる方法で、また
はその他 RIM、エアタイム・サービス・プロバイダーもしくはそれぞれの顧客、製品も
しくはサービスに有害な影響を与える方法で、ブラックベリー・ソリューションまたは
その一部を個別にまたは他のソフトウェアもしくはデータと共に故意に使用または第三
者に使用させません。ユーザーは、RIM がユーザーにその活動の中止を求める通知を発
した場合は直ちにそれを中止します。 

(e) ユーザーおよび認定ユーザーは、迷惑な、脅迫的、中傷的、違法な、または詐欺的なメ
ッセージまたは情報を送信しません。 
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(f) ユーザーおよび認定ユーザーは、犯罪を犯すか犯罪を試みるため、または犯罪その他の
違法行為もしくは不法行為を犯すことを促進するために、RIM プロダクト、本サービス
または本ソフトウェアを使用しません。 

(g) ユーザーは、RIM の書面による許可なくして、本ソフトウェアまたはその一部、または
本サービスもしくはその一部を使用するユーザーの権利を、第三者に対しあるいはその
他のハンドヘルド・ディバイスで使用するために、売却もしくは譲渡せず、またはその
ような試みをしません。 

(h) ユーザーは、本第 6 条の全部もしくは一部または本契約のその他の条項の違反があるか
否かを調査または判断するに当たって RIM を支援するために、RIM に協力し、RIM が要請
する情報を提供し、RIM プロダクト、本サービスまたは本ソフトウェアが現に使用され
ているか、かつて使用されていた敷地およびコンピューターへのアクセスを、RIM に提
供します。ユーザーは、RIM に対し、(1) 犯罪行為疑惑の調査において捜査当局に、(2) 本
契約の違反に関する調査において第三者に、かつ (3) 本契約を履行するためにインターネ
ット・サービス・プロバイダー、ネットワークまたはコンピューター施設におけるシス
テム・アドミニストレーターに、それぞれ協力する権限を認めます。かかる協力には、
ユーザーもしくは認定ユーザーのユーザーネーム、IP アドレスその他身元を特定する情
報を RIM が提供することを含む場合があります。 

 
7. ソフトウェアおよびドキュメンテーションのライセンス。  本契約の条件に従い、本契約は、

ハンドヘルド・プロダクト上の本ソフトウェアのコピー1 部およびパーソナル・コンピューター
（1 台に限る）上のブラックベリー・デスクトップ・ソフトウェア 1 部を、単一のハンドヘル
ド・プロダクトの使用に関連してのみインストールし、使用するための、一身専属的で、取消
可能な、非排他的、譲渡不能のライセンスをユーザーに許諾します。ユーザーは、ユーザー自
身の内部的もしくは個人的な目的以外に、本ソフトウェアを使用し、または第三者に使用させ
ることはできません。このライセンスは、本ソフトウェアの将来のアップグレード版またはア
ップデート版に対する権利、またはハンドヘルド・プロダクト上に当初から常駐するアプリケ
ーション以外のアプリケーションにアクセスし、または新規のもしくは修正された本サービス
を入手する能力を黙示するものではありません。ユーザーのIT部門（もしあれば）は、本ソフト
ウェア、第三者ソフトウェアまたは本サービスの追加または修正の送信を不可能とするために
ブラックベリー・ソリューションの設定をすることができます。ユーザーのIT部門がかかる送信
を妨げない場合、RIMは、適宜、ユーザーに対してかかる追加または修正を行うことができます。
RIMが直接または販売業者（ユーザーのエアタイム・サービス・プロバイダーを含む）を通じ、
ユーザーに対して本ソフトウェアに追加もしくは修正を行い、または本サービスの利用を可能
とした場合、かかる追加または修正は、本契約の条件に従うものとし、この本ソフトウェアも
しくは本サービスが明示的にその他の条件に基づいてユーザーに提供される場合は、かかるそ
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の他の条件（追加料金の支払を含む場合があります）に基づくものとします。第三者ソフトウ
ェアの利用が可能となる場合、当該製品に関する個別のライセンス契約に加えて、第三者ソフ
トウェアに関して本契約に定める条件が適用されます。ユーザーは、本ソフトウェアを、全部
または一部を問わず、印刷、コピー、複写、配布、修正その他の方法で複製しないものとしま
す。本条において、「コピーまたは複製」は、ドキュメンテーションに従い、かつドキュメン
テーションに記載された目的に沿って使用される際の正規のプログラム実行中に自然発生する、
本ソフトウェアの説明書および取扱説明書のコピー、または業界標準の商慣習に従い、本ソフ
トウェアがインストールされたコンピューターまたはシステムの未修正かつ通常のバックアッ
プの作成過程における本ソフトウェアのコピーを含まないものとします。ユーザーは、RIMが書
面により明確に許可しない限り、ドキュメンテーションまたはその一部をコピーしてはならな
いものとします。ユーザーは、これらの条件に基づいてユーザーが使用することのみを目的と
して、http://www.blackberry.com/ からドキュメンテーションのコピーを 1 部ダウンロードすることが
できます。 

 
8. エアタイム・サービス。  ブラックベリー・ソリューションと併用するために提供されたエア

タイム・サービス（「エアタイム・サービス」）は、エアタイム・サービス・プロバイダーに
よってユーザーに提供され、エアタイム・サービスに関する当該エアタイム・サービス・プロ
バイダーの条件に従うものとします。RIM は、エアタイム・サービスに関する問題（当該エアタ
イム・サービスの正確性、迅速性または継続的利用可能性などを含みますが、これらに限定さ
れません）について、ユーザー、またはユーザーを通して請求する第三者に対して、一切責任
を負わないものとします。WLAN ディバイスは、エアタイム・サービス・プロバイダーが提供し
たエアタイム・サービスを必要としませんが、ユーザーは、WLAN ディバイスがユーザーのブラ
ックベリー・ソリューションと共に機能できるように、適切なワイヤレス・ローカルエリア・
ネットワーク機器を実行し、または適切なローカルエリア・ネットワークへ正当な権限をもっ
てアクセスできなければなりません。 

 
9. 第三者のコンテンツおよびサービス。  一定のブラックベリー・ソリューションの機能の一部

として、RIMは、ユーザーが(a)  ユーザーのハンドヘルド・プロダクト上で第三者コンテンツへの
アクセスすること、または (b) 当該サイトからRIM以外の第三者が提供するサービス（「第三者サ
ービス」）を受けることを可能とするため、ユーザーに対し、第三者のファイル、データベー
スおよびウェブサイトを含む第三者から取得したコンテンツの利用を可能とし、または第三者
からコンテンツを送信し（「第三者コンテンツ」）、（アイコンまたはブックマークの何れか
の方法により）特定の第三者ウェブサイトへのリンク（「リンク付けサイト」）および他のウ
ェブサイト（「第三者ウェブサイト」）または情報へのアクセスを提供することができます。
ユーザーに対してウェブサイトへのリンクを提供したり、第三者コンテンツの利用を可能とす
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ることは、RIMが当該サイトまたはそのコンテンツを保証し、これに関連しまたはこれを支配す
ることを何ら黙示するものではありません。RIMは、一定のハンドヘルド・プロダクト上でこれ
らの機能をユーザーに提供できます。但し、ユーザーが、第三者サービス、リンク付けサイト、
その他サイトおよび第三者コンテンツはRIMの支配下になく、RIMによる保証はないこと、なら
びにRIMは、当該情報、ウェブサイトまたはサービスの内容、使用、送信、作動、不作動（正確
性、適時性、著作権の遵守、合法性、品位、またはブラックベリー・ソリューションを通して
アクセスできるデータまたはサービスのその他態様を含みますが、これらに限定されません）
について責任を負わないことを明確に理解し、確認し、同意した場合に限ります。RIMは、ブラ
ックベリー・ソリューションを使用した特定のウェブサイトへのアクセスを保証できません。
一定のウェブサイトまたはコンテンツについて、RIMが発信しているものであるかを確認したい
場合は、legalinfo@rim.com宛てにRIMまでご連絡ください。ユーザーがインターネットを通して第
三者を相手とする場合は、その相手が誰であるかを確実に理解し、かかるウェブサイトに関す
る条件、受けるサービス（納品および支払の条件を含みますが、これらに限定されません）、
返品の可否、プライバシーに関する条件および自己の個人情報を保護し、ユーザー個人の安全
を確保するための安全上の特性について理解しているように注意を払わなければなりません。
ユーザーがインターネット上で第三者と契約を締結する場合、ユーザーは、当該契約の条件を
遵守する責任を負います。 

 
10. 第三者ソフトウェア。  ユーザーがブラックベリー・ソリューションをより快適に利用できる

ようにするため、RIM は、ハンドヘルド・プロダクトと併用するための第三者ソフトウェアを無
償で（ユーザーのエアタイム・サービス・プロバイダーが請求する送信手数料を除く）適宜提
供し、または利用に供することができます。RIM は、当該ソフトウェアが、明示または黙示の条
件、保証または表明なしに「現状有姿」で RIM から提供されたことを除き、 (a) 専らユーザーの
利便性のために提供され、(b) 本ソフトウェアであるかのように本契約の条件に従うことを、ユ
ーザーが理解し、確認し、同意する場合に限り、このソフトウェアをユーザーに提供すること
ができます。ユーザーがこのソフトウェアを別の条件で入手することを希望する場合は、この
第三者ソフトウェアの供給業者から直接に取得すべきです。明確を期すため、本条項は、第三
者ハンドヘルドの供給業者または製造業者からユーザーにライセンスされた第三者ハンドヘル
ドに関連して使用するサン・マイクロシステムズ社の JAVA コードには適用されません。 

 
11. 知的財産権。  ユーザーは、ブラックベリー・ソリューションまたはその一部に関するいかな

る工業所有権その他の知的財産権および無形財産権（秘密情報もしくは営業秘密に係る特許権、
意匠権、商標、著作権または著作者人格権を含みます）も取得しないものとします。さらに、
ユーザーは、ブラックベリー・ソリューションまたはその構成部分に対するまたは関連する権
利を取得しないものとします。但し、本契約その他ユーザーおよび RIM 間の合意書に基づき明
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示的にユーザーに付与された権利はこの限りではありません。本契約に基づき明示的に付与さ
れない権利は、留保されるものとします。本ソフトウェアは、本契約に明示的に定めるとおり、
ユーザーのみにライセンスされ、本ソフトウェア、すべてのドキュメンテーションおよびユー
ザーがあらゆる本サービスにアクセスすることができるサイトは、カナダ、米国その他各国の
著作権法および特許法ならびに国際条約規定により保護されます。知的財産権を侵害した場合
には、民事および刑事上の厳しい違約金・罰金が課せられます。（ユーザーは、本契約のいか
なる定めも、RIM の知的財産権およびその他の所有権の保護に関し、RIM が適用法に基づき有す
る救済（差止による救済措置を含みますが、これに限定されません）に対する権利および償還
請求権に悪影響を及ぼさないことに同意します。） 

 
12. シスコ社に対する権利主張の放棄。  ユーザーが入手したブラックベリー・ソリューションに

シスコ・テクノロジーが含まれる場合、シスコ・テクノロジーを使用するユーザーの権利を約
因として、ユーザーは、シスコ社、その顧客、販売代理店またはライセンシーに対し、シス
コ・テクノロジーに従ったまたはこれを使用した製品を製造し、製造させ、使用し、販売し、
販売申込みをし、または輸入するための、シスコ・テクノロジーに関する特許権を主張しない
ことに同意します。 

 
13. 輸出制限および米国政府の権利。  ユーザーは、本ソフトウェアには、使用される国または地

域の法規（「適用法」）に基づき、輸入、輸出その他の目的において、規制の対象となる暗号
化ソフトウェアが含まれることを認めます。特に、(i) カナダの地域管理リストに掲載されてい
る国に対し、(ii) 国連安全保障会議の輸出禁止措置等の対象となっている国に対し、(iii) カナダの
輸出管理リスト 5505 項目に反し、(iv) 米国経済制裁および輸出禁止措置の対象となっている国に
対し、(v) 米国輸出品または米国を原産地とする物品の受領を禁じられている個人または主体に
対し、ブラックベリー・ソリューションのいかなる部分についても、これを輸出もしくは再輸
出し、または何らかの方法で輸出もしくは再輸出を支援もしくは促進しないことに同意します。
ユーザーは、legalinfo@rim.com宛てにRIMまで連絡することができます。ユーザーは、本契約によ
り、(1) ユーザーの知り得る限り、ユーザーは、適用法に基づきRIMプロダクトおよび本ソフトウ
ェアを受領する資格を有し、(2) ユーザーは、RIMプロダクトまたは本ソフトウェアをいかなる国
または地域に向けて輸入、輸出または再輸出する場合であれ、いかなる国または地域において
RIMプロダクトまたは本ソフトウェアを使用する場合であれ、適用法に従うものとし、かつ (3) 認
定ユーザーが、確実に上記の制限に従ってRIMプロダクトおよび本ソフトウェアを使用するよう
にすることを表明します。本ソフトウェアは、制限付き権利と共に提供されます。米国政府に
よる使用、複製または開示は、DFARS 227.7202 もしくはFAR 52.227-19 またはその後継法（該当す
る場合）に明記されている規制の適用を受けます。契約者は、295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, 

Canada N2L 3W8 に住所を有するResearch In Motion Limitedです。ユーザーは、本契約により、本条の
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保証および約束に従い行為しなかったことに起因する請求、訴訟、債務または費用（合理的な
弁護士費用を含む）についてRIMおよびエアタイム・サービス・プロバイダーを補償することに
同意します。 

 
14. セキュリティ。  BES ソフトウェアおよび本ソフトウェアは、ユーザーのハンドヘルド・プロ

ダクトとそれと同時に動作するコンピューター・システムとの間の通信に対する一定レベルの
暗号データセキュリティを含みます。 ユーザーは、ユーザーのハンドヘルド・プロダクトおよ
び当該コンピューター・システムへのアクセスを管理するために、適切なセキュリティ措置の
構築について全面的に責任を負います。 

 
15. 秘密保持。  ユーザーは、本ソフトウェアは RIM がかなりの時間および費用をかけて開発した

もので、RIM にとって秘密に保持され、営業秘密を含むことを認め、これに同意します。ユーザ
ーは、本ソフトウェアを厳秘に保持し、本契約により付与されるライセンス権を行使するため
にアクセスする必要のある認定ユーザー以外の第三者に開示またはアクセスを提供しないこと
に同意します。ユーザーは、本ソフトウェアのソースコードを取得または利用する権利を有し
ておらず、RIM が以下の行為を禁止することが法律により明示的に禁じられている場合を除き、
ユーザーは、本ソフトウェアを改変、修正、翻案、派生物の創生、翻訳、外観変更、逆コンパ
イル、逆アセンブルもしくはリバースエンジニアリングしたり、これを試みたり、第三者がこ
れを行うことを、許可、黙認、認定もしくは奨励しないことに同意します。本契約において、
「リバースエンジニアリング」は、データ、ソフトウェア（インターフェイスおよび技術的に
ソフトウェアコードとみなされる可能性のあるプログラムに含まれ、またはこれに関連して使
用されるその他のデータを含みます）またはハードウェアをリバースエンジニアリング、翻訳、
ディスアセンブル、逆コンパイル、暗号解読、分解する行為（「RAM/ROM または固定記憶装置
のダンプ」、「ケーブルまたは無線通信の傍受」、「プロトコル分析」または「ブラックボッ
クス」にかかるあらゆるリバースエンジニアリングを含む）、または情報、データ、もしくは
ソフトウェアを取得し、もしくは読解可能な形式に変換する方法もしくは工程を含みます。 

 
16. 期間。  本契約は、ユーザーが本契約の条件に拘束されることに同意した時点で効力を発生し

（上記本契約前文に記載する行為により明示されるものとします）、ユーザーおよびエアタイ
ム・サービス・プロバイダー間の契約の満了もしくは解除（場合に応じて）、または本契約の
定めに従った本契約の解除をもって終了します。必要とされるエアタイム・サービスが利用不
可能となった場合、RIM は自己の裁量により本契約を解除する権利を留保し、当該解除に起因ま
たは関連しての責任は負いません。本契約が解除された場合には、ユーザーは、本ソフトウェ
アおよび本サービスのすべての使用を中止し、ユーザーが有するブラックベリー・デスクトッ
プ・ソフトウェアのすべてのコピーを廃棄および/または永久に削除します。本契約の終了時に
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おいて、RIM は、ユーザーのハンドヘルド・プロダクトによるデータの送受信を停止する権利も
有するものとします。 

 
17. 不履行に対する救済および解除。  ユーザーまたは認定ユーザーが本契約の定めに違反した場

合、RIM は、本契約または法律により定められるその他のすべての権利および救済に加え、解除
通知をもって、本契約、およびユーザーまたは認定ユーザーが本ソフトウェアと併用するブラ
ックベリー・ソリューションのその他の部分に関してユーザーと RIM との間で締結したその他
のライセンス契約を解除できます。ユーザーは、(1) ユーザーが本契約の条件を遵守または履行
しなかった場合、(2) ユーザーまたはブラックベリーソリューション（またはそのいずれかの部
分）の認定ユーザーが RIM のカスタマーサービスまたは事業活動を妨害した場合、(3) ユーザー
が、本ソフトウェアと併用するブラックベリー・ソリューションのその他の部分に関して RIM

と締結したその他のライセンス契約（RIM のウェブサイトその他でユーザーが同意したクリック
ラップ契約またはシュリンクラップ契約の条件を含みますが、それらに限定されません）の重
大な違反を犯した場合、または (4) ユーザーまたは認定ユーザーが、ブラックベリー・ソリュー
ションまたはその一部のユーザーまたは認定ユーザーによる使用に関して適用される行動規範
その他のガイドラインに違反した場合には、本契約の違反とみなされ、RIM は本契約を解除する
権利を有するものとします。さらに、司法機関その他の政府機関から形式の如何を問わず出さ
れたあらゆる種類の法律、規制、要件または命令により、RIM が本サービスの一部または全部の
販売を禁じられたか、エアタイム・サービスの提供を禁じられた場合（適宜）、または政府機
関もしくは省庁からの通知において、RIM もしくはエアタイム・サービス・プロバイダーが、エ
アタイム・サービスの一部もしくは全部（適宜）を提供することが許可されないと記載されて
いる場合、RIM は、本契約を解除し、および/または本サービスの提供を、ユーザーまたは認定ユ
ーザーに対して何らの責任を負うことなく、直ちに中止することができます。本契約のいかな
る定めも、RIM にいかなる法律、規則、規制または制限の放棄を求めるものとは解釈されず、ま
たは裁判所の命令に対する再審査または控訴を求めることを義務付けると解釈されないものと
します。RIM はユーザーまたは認定ユーザーに対し、本条に基づく本契約の解除に起因または関
連する責任を一切負いません。ユーザーが RIM について有するアカウントを終了する場合、ユ
ーザーは、ユーザーに通知することなしに、当該アカウントに関連するファイル、プログラム、
データおよび電子メールメッセージを削除する権限を RIM に付与します。 

 
18. 補償/賠償責任。  ユーザーは、次のいずれかの事項に関するすべての請求、訴訟、判決および

訴訟原因に関して、RIM、RIM の関連会社、供給業者、承継人、代理人、認定販売業者、譲受人、
それぞれの取締役、従業員および独立契約人（それぞれ、「被補償当事者」）が被った請求額、
損害額、損失額または費用（弁護士費用および訴訟費用を含みますが、これに限定されませ
ん）について被補償当事者を防御、補償および免責します。(i) ブラックベリー・ソリューショ

BBEU SLA (Japan) 072706 (Japanese) (NA International Version 072706)  12 



ンまたはその一部に関し、ディバイス（ハンドヘルド・プロダクト以外）、システムまたはサ
ービスを組合わせるか、使用したことに起因する特許権、工業所有権その他の知的財産権また
は無形財産権の侵害、(ii) 本契約第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 11 条、第 13 条または第 15 条に違反
したことに起因する損害、(iii) ユーザーまたは認定ユーザーによるブラックベリー・ソリューシ
ョンまたはその一部の使用に関連するユーザーまたは認定ユーザーの故意または過失に起因す
る負傷、死亡または物的損害、または (iv) ユーザーまたは認定ユーザーが本ソフトウェアもしく
はブラックベリー・ソリューションまたはその一部を使用したことに起因または関連して第三
者が RIM に対して行う請求（特定のバージョンの本ソフトウェアまたは RIM プロダクトに明らか
に関係する本契約およびドキュメンテーションの条件に厳密に従った RIM プロダクト、本ソフ
トウェアおよび/または本サービスの使用のみに起因する請求以外）。本契約において RIM に付
与されたいかなる救済も、本契約で定めるか、または慣習法上もしくは衡平法上で認められた
その他の救済を排除することを意図するものではなく、またそのように解釈されないものとし
ますが、すべての当該救済は累積的に与えられるものとします。第 17 条に基づき本契約が終了
する場合、ユーザーは、本契約に基づく権利または特権の行使にあたり RIM が負担しまたは被
った弁護士費用、回収手数料、関連経費を、RIM に対して支払うものとします。 

 
19. 限定保証。  ユーザーは、最高の技術をもってしてもエラーのないコンピューター・プログラ

ムまたは確実なデータ転送を開発することはできず、よって、RIM はブラックベリー・ソリュー
ションが中断またはエラーにならずに実行されることを保証することができないことを認め、
これに同意します。また、ユーザーは、ブラックベリー・ソリューションが一般使用向けに開
発されたものであり、ユーザーの好みに合わせてカスタマイズされたものではなく、よって、
RIM はブラックベリー・ソリューションが特定目的に適合することを保証することができないこ
とを認め、これに同意します。上記の結果、プロダクトおよび/または本サービスは、確実な安
全管理が要求される極めて重要なアプリケーションまたは危険な環境（原子力施設、航法装置
もしくは航空通信装置、航空交通管制、および生命維持装置または兵器システムの稼動を含み
ますが、これに限定されません。）における使用には適していません。ユーザーは、適切なデ
ータリカバリーおよびバックアップシステムを維持することを表明し、保証し、かつ、(1) 使用
もしくはサービスの中断、または (2) データ伝送における問題またはエラーが生じた場合、ユー
ザーは RIM に対し、当該問題を直ちに報告し、一切の損失または損害を直ちに軽減することに
同意します。 

 
(a) 本ソフトウェア。  ユーザーに本ソフトウェアを納品してから 90 日の間（「保証期間」）

に、RIMまたはRIM認定販売業者によって利用に供された本ソフトウェアが、本ソフトウェ
アの特定のタイプおよびバージョンに対応するドキュメンテーションにRIMが明記する通り
に使用された際、本ソフトウェアの仕様（http://www.blackberry.com/legal/index.shtmlで閲覧するこ
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とができます）に定める機能を実行しなかった場合、RIMは、その選択および裁量において、
当該問題を是正し、または当該問題に対する回避策をユーザーに提供するために合理的に
努力するか（かかる是正または回避策は、ユーザーに対する電話でのカスタマーサポート、
一般に利用可能なソフトウェア修正のリリース、RIMのウェブサイト、その他RIMがユーザ
ーに対して助言する形式等、様々な形式のうちの一形式により、RIMの合理的な裁量で、ユ
ーザーに提供される場合があります）、または本ソフトウェアに対しユーザーが支払った
一時金をユーザーに返金するものとしますが、本ソフトウェアが提供された媒体およびそ
れに関するすべてのパッケージは、ユーザーの通常の保証返品メカニズム（ユーザーのエ
アタイム・サービス・プロバイダー（該当する場合）または購入先を経由する場合があり
ます）に従い、購入した証拠と共に保証期間内にRIMに返還されるものとします。上記は
RIMの唯一の義務であり、本ソフトウェアに関し、ユーザーが経験する可能性のある欠陥、
エラーまたは問題に対するユーザーの唯一かつ排他的な救済です。上記の義務は、本ソフ
トウェアが仕様で定められる機能を次の事由により実行できない場合には適用されません。
(i) 本契約の第 4 条、第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 9 条、第 13 条および第 15 条に明記する義
務に反する方法または本ソフトウェアの特定のタイプおよびバージョンに対応するドキュ
メンテーションの中でRIMが明記した指示（安全に関する指示を含む）と一致しない方法に
より本ソフトウェアが使用された場合、または (ii) ブラックベリー・ソリューションのその
他の部分以外のハードウェア（第三者ハンドヘルド・プロダクトの欠陥に起因するものを
含む）、ネットワーク、ソフトウェアもしくはコミュニケーションシステムに関する機能
不良その他の問題による場合、または (iii) 本ソフトウェアが提供される媒体を含む本ソフト
ウェアに影響を与える外部要因、例えば、事故、災害、放電、火事、洪水、雷、水、風ま
たは本ソフトウェア以外のソフトウェアに起因するエラー修正による場合。本項は、本ソ
フトウェアおよび本契約に定める保証違反に関するユーザーの唯一の救済を規定するもの
です。 

 
(b) 本プロダクト。  RIM プロダクトの制限付保証（「制限付保証」）（もしあれば）は、関連

ドキュメンテーションに規定されています。制限付保証は、本契約の条件に基づき販売さ
れた RIM プロダクトのための唯一の保証であり、RIM プロダクトおよび制限付保証の違反に
関するユーザーの唯一の救済手段について規定しています。本契約の第 25 条の条件は、参
照することにより、制限付保証の条件と一体を成します。下の適切なボタンをクリックす
ることにより同意を示すことによって、ユーザーは、制限付保証を読んだ上でその条件に
同意したことを認めます。 

 
(c) 本サービス。  ユーザーの法域における適用法で明確に禁止されている場合を除き、RIM サ

ービスおよび第三者サービスはいずれも、RIM による如何なる種類の条件、保証または表明
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もなしに、「現状」かつ「提供可能な限度」で、提供またはアクセスに供されます。RIM は、
サービスについて、その中断のない利用もしくは運用または継続的な利用可能性を保証せ
ず、ユーザーが送受信するコンテンツについて、その正確性、データ破損のない送信また
は適時の送信を保証しません。  

 
(d) 第三者の情報、ソフトウェアおよびウェブサイト。  ユーザーの法域における適用法で明

確に禁止されている場合を除き、すべての第三者コンテンツ、第三者ソフトウェアおよび
リンク付けサイトその他サイトへのアクセスは、「現状」かつ「提供可能な限度」で RIM

により、提供または利用に供されます。RIM は、ユーザーまたはユーザーを通じて請求する
第三者に対し、リンク付けサイト、その他サイト第三者コンテンツまたは第三者ソフトウ
ェアに関する事項について一切責任を負わないものとします。かかる事項とは、(A) 当該第
三者サービス、第三者ソフトウェアまたは第三者コンテンツの正確性、送信、適時性また
は継続的利用可能性、(B) 第三者ソフトウェアまたは第三者サービスの作動または不作動、
または (C) ブラックベリー・ソリューションの全部または一部と第三者サービスまたは第三
者ソフトウェアとの相互運用性を含みますが、これらに限定されません。ユーザーは、RIM

がウィルス、脅迫的、中傷的、中傷的、猥褻な、不法の、侮辱的または違法な第三者コン
テンツ、または第三者の知的財産権を侵害しているコンテンツもしくはその送信について、
何ら責任を負わないことに明示的に同意します。第三者ソフトウェア、第三者サービスま
たは第三者コンテンツに関してかかる請求が申し立てられた場合のユーザーの償還請求は、
関連する第三者に対してのみ行うことができるものとします。 

 
20. 限定責任。  本契約に起因または関連して RIM に請求することができる唯一の損害賠償（ブラ

ックベリー・ソリューションまたはその一部の提供、使用、実施または不実施に関連する損害
賠償を含みますが、それらに限定されません）は、ユーザーの直接損害（もしあるとすれば）
であるものとし、上記第 19 条に定める具体的な救済を拡大することなく、(i) いかなる場合も、
RIM の債務損害は、賠償請求を発生させたブラックベリー・ソリューションの該当部分（状況に
応じて）に対しユーザーが支払った金額を超えないものとし、(ii) RIM は、ブラックベリー・ソリ
ューションの故障、遅延または機能不全が発生した期間に被った損害に対してのみ責任を負う
ものとします。 
 
上記で定めた限定的直接損害を除き、ユーザーの法域における適用法で許可される最大の範囲
において、いかなる場合においても、RIM は、いかなる損害（結果的損害、懲罰的損害、派生的
損害、間接損害、特別損害、事業上の利益もしくは収益の喪失に対する損害、事業の中断、営
業情報の喪失またはデータの改変もしくは喪失、データの送信もしくは受信の失敗、ブラック
ベリー・ソリューションと併用されるアプリケーションに関連した問題、故障停止期間の費用、
ブラックベリー・ソリューションもしくは関連製品の使用の損失、代替品、設備もしくはサー
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ビスの費用、資本コストその他本契約に起因もしくは関連した金銭損失を含みますが、それら
に限定されません）に対しても責任を負わないものとし、かつ、当該損害が予測可能であった
か否かにかかわらず（ブラックベリー・ソリューションもしくはその一部または第三者ソフト
ウェア、第三者サービスもしくは第三者コンテンツの使用またはこれを使用できない状況を含
みますが、それらに限定されません）、当該損害の可能性について知らされていたとしても、
当該損害に対して責任を負わないものとします。 
  
本契約で明示的に定める場合を除き、RIM は、本サービスおよびブラックベリー・ソリューショ
ンまたはその一部に関する他のすべての（耐久性、特定目的もしくは特定使用への適合性、商
品性、適正品質、不侵害、満足のゆく品質、または所有権についての条件、保証、または表明
のうち、法、慣行、取引の過程もしくは商習慣から生じるものを含みますが、これらに限定さ
れません）を、種類の如何を問わず、明示であるか黙示であるかを問わず、排除するものとし
ます。また、両当事者は、いずれかの州で施行されるアメリカ統一コンピュータ情報取引法
（「UCITA」）は、本契約に適用されないものとし、法により認容される最大の範囲において、
UCITA は、本契約への適用に関して本契約により全面的に排除されることに合意します。本契約
に定める制限付保証により、ユーザーは特定の法的権利を与えられます。また、ユーザーは、
国または地域によって異なるその他の権利を有する場合があります。一部の法域では、黙示の
保証および条件を排除または限定することを容認していない場合があります。法律が許可する
範囲において、本ソフトウェアに関する黙示の保証または条件は、上記で述べたように排除さ
れない限り、ユーザーがコンピューターにブラックベリー・ソリューションを最初にインスト
ールしてから 90 日間に限定されるものとします。 
 
RIM は、本契約で明示的に定める範囲においてのみ、ユーザーに対して責任を負うものとし、ユ
ーザーの法域の適用法で許可される最大の範囲において、ユーザーに対し、契約、不法行為そ
の他いかなるものにおけるその他の債務、義務または責任（過失または厳格責任に対する責任
を含みます）を負わないものとします。本契約における制限、除外および排除は、(A) 契約違反、
過失、不法行為、厳格責任その他の法理論を含みますが、これらに限定されない、訴訟原因、
ユーザーが起こす要求または訴訟の性質に関係なく、適用されるものとし、本契約の重要な目
的または本契約に定める救済に関する基本的違反または不履行後も存続するものとし、かつ、
(B) RIM およびその関連会社、それぞれの承継人、譲受人、代理人、供給業者（エアタイム・サ
ービス・プロバイダーを含みます）、RIM 認定販売業者ならびにそれぞれの取締役、従業員およ
び独立契約人に対し、適用されるものとします。 
 
ユーザーは、本第 20 条に定める排除、除外および制限が両当事者間の合意の重要な要素を構成
し、当該排除、除外または制限がない場合、(A) 本契約に定める報酬その他の条件が相当に異な
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り、(B) RIM のブラックベリー・ソリューションまたはその一部を提供する能力およびユーザー
のそれらを購入する能力が影響を受ける場合があることを認め、これに同意します。 
 
上記の制限および除外に加え、いかなる場合も、RIM または RIM の関連会社の取締役、従業員、
代理人、販売代理人、供給業者、または独立契約人は、本契約に起因する責任を一切負わない
ものとします。 
 
本契約のいかなる定めも、本ソフトウェア以外のブラックベリー・ソリューションの部分に関
して RIM が行った明示的な書面による同意または保証に優先することを意図していません。 

 
21. 個人情報収集に対する承諾。  ユーザーは、ブラックベリー・ソリューションおよび/または本

サービスの使用を通じ、ユーザーの氏名または名称、電子メールアドレスおよび電話番号を含
むがそれらに限定されない個人情報をRIMに提供することによって、RIMによる当該情報の収集、
使用、処理、伝達および/または開示に承諾します。これには、(a) RIMおよびその関連会社による
内部的な使用、(b) ブラックベリー・ソリューションまたは関連プロダクトもしくはサービス
（本サービスを含む）の提供またはユーザーによる使用に関連した目的、(c) 本ソフトウェアま
たは関連プロダクトもしくはサービス（本サービスを含む）のアップグレードまたはアップデ
ートのユーザーへの提供、(d) 適用法により認容または要求されたサービス、または (e) RIMのプ
ライバシーに関する方針（http://www.blackberry.com/legal/index.shtmlで閲覧できます）に定める目的の
いずれかのために、当該情報をユーザーのエアタイム・サービス・プロバイダーに対し、また
はRIMおよびその関連会社内で使用、処理、伝達または開示することを含みます。上記の目的の
ために行うユーザーの個人情報の収集、使用、処理、伝達または開示は、RIMのプライバシーに
関する方針および適用のあるプライバシー法に厳密に従うものとします。RIMは、自己の裁量に
より、適宜、プライバシーに関する方針を変更する権利を留保します。ユーザーは、最新の情
報について定期的にRIMのプライバシーに関する方針を閲覧することに同意します。ユーザーの
個人情報がユーザーのエアタイム・サービス・プロバイダーに開示された場合、ユーザーのエ
アタイム・サービス・プロバイダーのプライバシーに関する方針が適用されます。 

 
22. 譲渡および委任。  RIM は、ユーザーに通知することなく本契約を譲渡することができます。ユ

ーザーは、RIM の書面による事前の承諾を得ることなく本契約を譲渡しないものとし（当該承諾
は RIM の裁量により留保または条件を設定することができる）、RIM の書面による事前の承諾な
しでなされた譲渡は無効となります。RIM は、本契約に従って履行が要求されるすべての義務を
直接履行するか、義務の一部または全部を RIM の請負業者もしくは下請業者（エアタイム・サ
ービスの場合は、エアタイム・サービス・プロバイダーまたはその子会社もしくは関連会社）
に履行させることができます。  
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23. 通知。  本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に基づくすべての通知その他連絡は、
書面によるものとし、直接に手渡された時、宅配便で発送された時、または郵便が投函された
時に、それぞれ正式になされたものとみなされます。かかる郵便は、受取証明返信票付きの書
留郵便により、ユーザー宛の場合はユーザーが RIM に提供した請求書住所に、RIM 宛の場合は
295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, Canada, N2L 3W8 所在の Research In Motion Limited に送られるものとし、
写し（通知を構成しないものとします）は同住所の RIM 法務部 Vice President 宛に送られるものと
します。上記に加え、RIM は、自らの選択により、本契約に基づくユーザーへの通知を電子的に
行うことができます。ユーザーへの電子通知は、ユーザーが RIM に提供したアドレスに送信さ
れた時点で、正式になされたものとみなされます。 

 
24. 不可抗力。  本契約のその他の規定にかかわらず、いずれの当事者も、当事者の合理的な支配

を超える原因により義務を履行することができない場合（エアタイム・サービス・プロバイダ
ーが RIM を通じてユーザーにエアタイム・サービスを提供する場合で、エアタイム・サービ
ス・プロバイダーが RIM へのエアタイム・サービスの提供を中止し、または商業上合理的な条
件での RIM に対するエアタイム・サービスの提供を中止した場合を含みますが、これに限定さ
れません）は、本契約の不履行とはみなされません。本規定は、本契約に基づく一方当事者の
相手方当事者に対する支払義務の不履行の免除として解釈されないものとします。 

 
25. 一般条項。 

i. 第三者受益者の不存在。  RIM 受益者らは、本契約第 20 条の目的における意図された第三
者受益者です。本条に明確に別段の定めがある場合を除き、本条の規定は両当事者の利益の
ためのものであり、その他の個人または主体のためのものではありません。 

ii. 不履行の放棄。  いずれかの当事者が相手方当事者の不履行に対する請求権を放棄しても、
当該不履行に対する請求権の継続的な放棄またはその他の不履行に対する請求権の放棄とは
みなされません。 

iii. 存続。  本契約に基づく条件および保証で、その意味および文脈により、一方当事者また
は両当事者の本契約履行後も存続するものと意図されているものは、本契約履行の完了、解
除または終了後も存続するものとします。 

iv. 準拠法および紛争解決。  ユーザーがカナダに居住し、本ソフトウェアがカナダにおいて
形式を問わずユーザーに出荷または納品された場合、本契約は、カナダ・オンタリオ州法に
従って解釈されます。それ以外の場合、本契約は、抵触法を支配する法体系を除き、ニュー
ヨーク州法に従い解釈されます。両当事者は、国際物品売買契約に関する国連条約が本契約
に全く適用されないことに同意します。本契約に起因または関連して生じる意見の相違もし
くは紛争、または両当事者が誠実な協議をもってしても解決できない本契約の違反は、まず
両当事者の上級役員に付託します。両当事者の上級役員レベルの代表者は、紛争が付託され

BBEU SLA (Japan) 072706 (Japanese) (NA International Version 072706)  18 



てから 30 日以内に会議を行い、会議から 30 日以内に両当事者がかかる意見の相違または紛
争を解決できなかった場合、かかる意見の相違または紛争を、米国仲裁協会の商業仲裁規則
（「本規則」）に従い、カナダ・オンタリオ州において行われる最終的かつ拘束力のある仲
裁によって解決するものとし、当該本規則に従って指名され、その指名から 30 日以内に両
当事者が相互に合意した仲裁人 1 名によって審理しますが、両当事者がその合意に至らなか
った場合、中立の第三者が仲裁人を指名するものとします。上記の条項がユーザーの法域に
おいて禁止されている場合、仲裁は、(i) 日本国東京において、(ii) 日本の仲裁機関の総則
（「本総則」）に従い解決され、(iii) 本総則に従って指名され、その指名から 30 日以内に両
当事者が相互に合意した仲裁人 1 名によって審理しますが、両当事者がその合意に至らなか
った場合、中立の第三者が仲裁人を指名するものとします。各当事者は、仲裁手続に伴う費
用を均等に負担するものとします。両当事者間の紛争、またはユーザー以外の者がかかわっ
ている紛争は、RIM の書面による事前の承諾がなけれが、組合わせることができません。仲
裁人の判断に基づく判決は、その裁判管轄を有する裁判所に登録することができます。上記
にかかわらず、RIM は、(i) ユーザーがブラックベリー・ソリューションまたはその一部を取
得し、それに関連してユーザーが RIM に対して支払うべき金額があれば、その金額、および 

(ii) ユーザーが本契約の第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 11 条、第 13 条、第 14 条、第 15

条および第 16 条に違反するか、違反の虞があるとき、これらに関する請求または紛争のた
め、裁判所に、差止による救済を求める手続を含む、訴訟または衡平法上の手続を起こす権
利を有します。ユーザーは、裁判地、法廷地不便宜または同様の理由による異議を、取消不
能の形式により承諾し、本契約に起因または関連して生じる当該請求についてオンタリオ州
またはニューヨーク州（場合に応じて）に所在する裁判所の裁判管轄に、取消不能の形式に
より承諾します。本契約に基づく紛争が発生し、当該紛争が裁判所で解決されなければなら
ない場合、両当事者は、当該紛争は陪審による裁判で解決されないことに、明確に合意しま
す。 

v. 分離可能性。  本契約の条項が無効または強制不可能と認められた場合、当該無効または
強制不能は、本契約のすべてを無効または強制不可能とするものではなく、（約因の滅失が
それから生じる場合を除き）本契約は、すべてにわたり、その特定の無効または強制不可能
な一つまたは複数の条項を含んでいないものとして解釈され、各当事者の権利および義務は、
それに応じて解釈され執行されるものとします。 

vi. 言語。 本契約が英語以外の言語に翻訳された場合、英語版およびその翻訳版の間に対立ま
たは不一致がある範囲で、英語版が優先するものとします。ユーザーの法域の法により禁止
されていない限り、本契約に関する一切の意見の相違、紛争、調停、仲裁または訴訟（通信
連絡、証拠開示（ディスカバリー）、付託、提出、訴答（プリーディング）、口頭での訴答
（プリーディング）および弁論、ならびに命令および判決を含みますが、これらに限定され
ません）は、英語で行われるものとします。 
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vii. 矛盾。  本契約と、ブラックベリー・ソリューションの一部と同梱されて提供されたソフ
トウェア・ライセンス契約またはエンドユーザー契約との間に矛盾が存在する場合、その矛
盾している部分に限り、本契約の規定が適用されます。本契約と、本ソフトウェアのアップ
グレード版またはアップデート版に関連して同封されるソフトウェア・ライセンス契約また
はエンドユーザー契約との間に矛盾が存在する場合、その矛盾している部分に限り、その他
のライセンス契約またはエンドユーザー契約の規定が適用されます。ブラックベリー・ソリ
ューションの一部と同梱して提供されたドキュメンテーションと、該当するRIMプロダクト
または本ソフトウェアの一部に関してwww.blackberry.comで閲覧できる「インストールおよび
起動ガイド」または「起動ガイド」との間に矛盾が存在する場合、その矛盾している部分に
限り、www.blackberry.comで閲覧できる「インストールおよび起動ガイド」または「起動ガイ
ド」の規定が適用されます。 

viii. 完全合意。  本契約は、本契約の主題に関する両当事者間のすべての合意であり、それに
関して両当事者で従前に行われたすべての了解および合意を取消し、かかるすべての了解合
意に取って代わります。上記にかかわらず、両当事者間の他の合意は、ブラックベリー・ソ
リューションの他の構成部分の使用を支配する場合があります。本契約で定められているも
の以外には、両当事者間に、規定、表明、約束、合意事項または担保契約はありません。さ
らに、ユーザーは、本契約の締結に同意するにあたり、RIMによって、またはRIMを代表して
なされた記述または表明に依拠していないことを認めます。本契約は、両当事者の双方の合
意をもって、いつでも変更することができます。さらに、RIMは、電子的に（上記で定める
通知条項の通り）、または変更通知をhttp://www.blackberry.com/legal/index.shtml に掲載し、ユーザ
ーに変更に関する合理的な通知を提供することによって本契約を変更することができる権利
を留保します。ユーザーは、変更に関する通知が行われてから 60 日を超えて本ソフトウェ
アまたはサービスの使用を継続する場合、この変更を承諾したとみなされます。 
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